
申告相談スケジュール

■
期　
　

間　

２
月
16
日（
木
）〜
３
月
15
日（
水
）（
土
・
日
を
除
く
）

■
受
付
時
間　

【
午
前
の
部
】　

午
前
８
時
30
分
〜
11
時

　
　
　
　
　
　

【
午
後
の
部
】　

正
午
〜
午
後
４
時

■
相
談
時
間　

【
午
前
の
部
】　

午
前
９
時
〜
正
午

　
　
　
　
　
　

【
午
後
の
部
】　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
木
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で
行
い
ま
す

■
受
付
会
場　

役
場
２
階　

第
２
会
議
室

■
申
告
会
場　

役
場
２
階　

第
３
会
議
室

※ 

階
段
の
利
用
が
困
難
な
方
は
、
１
階
税
務
課
窓
口
へ
お
声
か
け
く
だ
さ
い
。

申
告
相
談
が
始
ま
り
ま
す

所
得
税・町
県
民
税
の

所
得
税
・
町
県
民
税
の
申
告
時
期
と
な
り
ま
し
た
。

確
定
申
告
が
必
要
な
方
が
、
期
限
ま
で
に
申
告
を
済
ま
せ
な
い
と

無
申
告
加
算
税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

期
限
内
に
正
し
い
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
今
年
か
ら
申
告
書
提
出
の
際
に
は

個
人
番
号
の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
毎
週
木
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で
申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。

都
合
で
指
定
日
に
相
談
で
き
な
い
方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

毎週木曜日は、午後７
時まで受け付けます。

2月

小田井
荒町

27
桜ヶ丘・児玉
（1～6班）

2826

24
栄町1・2区
（1～20班まで）

2019

土日 月 火 水 金日 木

上宿
24

西軽井沢
（第1～3地区）

22
栄町2区
（21班～）

21 25
西軽井沢
（第4地区～）

23

向原
大林

171514 18
平和台
16

塩野1～5
3

豊昇
面替

10

児玉
（7班～）

1

予備日
8
八ヶ倉
馬瀬口1～2

3月
金水日 月 火 木 土

三ツ谷
旭町

2 4

115
予備日
6
塩野6～8
寺沢

12
予備日
13
草越
広戸

予備日
7
清万
一里塚

予備日
14
全地区 予備日

15
全地区

予備日
9
馬瀬口
3～6

【問い合わせ先】
所得税に関すること
佐久税務署
〒385－8611
佐久市岩村田1201－2
 電話　0267（67）3460

町県民税に関すること
税務課住民税係 （32）3126

みよた広報 やまゆり　みよた広報 やまゆり　20172017年年22月号 月号 （（22））　　



所得税・町県民税の申告相談が始まります所得税・町県民税の申告相談が始まります

　

町
県
民
税
は
、
前
年
の
収
入
に
対
し
平

成
29
年
１
月
１
日
現
在
、
住
民
登
録
が
あ

○ 

印
鑑（
認
め
印
）

○ 

個
人
番
号
カ
ー
ド
も
し
く
は
、
通
知

① 

事
業
所
得
・
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る

方
、
土
地
や
建
物
な
ど
を
売
っ
た
方
。

② 
一
時
所
得（
生
命
保
険
の
満
期
金
な
ど
）

の
あ
る
方
。

③ 

２
カ
所
以
上
の
会
社
か
ら
給
与
の
支
払

　

次
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は
、
書
類
審

査
等
が
必
要
と
な
る
た
め
、
佐
久
税
務
署

で
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○ 

土
地
や
建
物
・
株
式
の
売
買（
譲
渡
）が

あ
っ
た
方
。

○ 

家
屋
の
新
築
・
増
改
築
・
購
入
な
ど
で
、

初
年
度
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を

受
け
よ
う
と
す
る
方
。（
認
定
長
期
優

良
住
宅
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
・
省
エ
ネ

改
修
を
含
む
）

○ 

先
物
取
引
・Ｆ
Ｘ
・Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

　
・Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
な
ど
が
あ
る
方
。

○ 

損
益
通
算
を
必
要
と
す
る
方
。

　

所
得
や
税
額
は
、
町
・
県
・
国
の
制
度
を

利
用
す
る
際
の
基
準
と
な
る
た
め
、
申
告

を
忘
れ
る
と
次
の
よ
う
な
影
響
が
あ
り
ま

す
。

○ 

所
得
証
明
書
や
課
税
証
明
書
等
が
発
行

で
き
ま
せ
ん
。

　

健
康
の
維
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
へ

確
定
申
告
が
必
要
な
方

税
務
署
で
申
告
す
る
方

申
告
を
忘
れ
て
し
ま
う
と

医
療
費
控
除
の
特
例

必
要
書
類
等（
主
な
も
の
）

町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

○ 

税
務
署
か
ら
申
告
案
内
状
と
申
告
書
が

郵
送
さ
れ
た
方
。

○ 

消
費
税
申
告
・
贈
与
税
申
告
・
青
色
申
告

の
方
。

※ 

こ
の
ほ
か
に
も
申
告
内
容
に
よ
っ
て
は

税
務
署
で
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

る
市
町
村
で
１
年
間
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

確
定
申
告
を
行
う
必
要
が
な
い
方
で
も
、

町
県
民
税
申
告
書
の
提
出
が
必
要
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
次
に
該
当
す
る

方
は
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○ 

前
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
方
で
、
誰

か
ら
も
税
申
告
上
の
扶
養
に
と
ら
れ
て

い
な
い
方
。

○ 

同
一
世
帯
以
外
の
方
の
税
申
告
上
扶
養

に
な
っ
て
い
る
方
。

○ 

収
入
が
あ
り
、
所
得
税
の
確
定
申
告
が

必
要
な
い
方
。（
給
与
収
入
の
方
で
勤

務
先
で
年
末
調
整
が
さ
れ
て
い
る
場
合

は
町
県
民
税
申
告
も
不
要
）

○ 

公
的
年
金
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
で

雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以

下
で
あ
る
方
の
う
ち
、
医
療
費
控
除
や

配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
、
そ
の
他
の

控
除
を
受
け
ら
れ
る
方
。

○ 

遺
族
年
金
・
障
害
年
金
・
雇
用
保
険
等
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
。

※ 

町
県
民
税
申
告
は
郵
送
で
の
提
出
も
で

き
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
税
務
課
ま

で
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
町
県
民
税

申
告
書
と
返
信
用
封
筒
を
お
送
り
し
ま

す
。

○ 

国
民
健
康
保
険
で
は
、
国
保
税
の
軽
減

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

○ 

国
民
年
金
で
は
、
保
険
料
の
免
除
申
請

が
で
き
ま
せ
ん
。

○ 

保
育
園
の
入
園（
通
園
）で
は
、
保
育
料

が
本
来
の
額
よ
り
高
く
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

○ 

町
営
住
宅
で
は
、
住
宅
家
賃
が
本
来
の

額
よ
り
高
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

カ
ー
ド
と
運
転
免
許
証
な
ど
の
身
分
証

明
書

○
給
与
、
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

○ 

事
業
所
得
の
方
は
収
支
内
訳
書（
証
拠

書
類
等
持
参
）

○ 
国
民
年
金
、
生
命
保
険
、
地
震
保
険
等

の
各
種
所
得
控
除
証
明
書（
日
本
年
金

機
構
・
各
契
約
会
社
よ
り
発
行
の
も
の
）

○ 

医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
そ
の
領

収
書
と
生
命
保
険
や
福
祉
医
療
等
の
補

て
ん
額
が
分
か
る
も
の（
領
収
書
は
個

人
ご
と
に
ま
と
め
て
合
計
額
を
計
算
し

て
く
だ
さ
い
）

○ 

身
体
障
害
者
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
・
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
等

○ 

寄
付
金
控
除
の
対
象
と
な
る
団
体
へ
寄

付
し
た
際
の
領
収
書
等

の
取
組
と
し
て
一
定
の
健
康
診
査
や
予
防

接
種
等
を
行
う
個
人
が
、
平
成
29
年
１
月

１
日
か
ら
平
成
33
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
、

医
療
用
医
薬
品
か
ら
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
で

購
入
で
き
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
に
転
用
さ
れ

た
医
薬
品
を
購
入
し
た
場
合
、
そ
の
年
の

Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
を
購
入
し
た
合
計
額（
保
険

金
等
に
よ
り
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
を
除
く
）

の
う
ち
、
１
万
２
千
円
を
超
え
る
部
分
の

金
額
を
控
除
額
と
す
る
医
療
費
控
除
の
特

例
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

控
除
を
受
け
る
際
に
は
、
１
月
１
日
か

ら
12
月
31
日
ま
で
の
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
を
購

入
し
た
レ
シ
ー
ト（
領
収
書
）と
健
康
診
査

や
予
防
接
種
を
行
な
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
書
類
の
添
付
等
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
保
管
を
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
従
来
の
医
療
費
控
除
と
同
時
に
利

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
選
択
制
と

な
り
ま
す
。
こ
の
特
例
に
つ
い
て
は
平
成

29
年
分
の
所
得
税
の
申
告
か
ら
適
用
と
な

り
ま
す
。

い
を
受
け
た
方（
給
与
を
合
算
し
て
年

末
調
整
さ
れ
た
方
は
不
要
で
す
）、
退

職
等
の
理
由
に
よ
り
年
末
調
整
を
し
て

い
な
い
方
。

④ 

医
療
費
控
除
や
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
方
。

⑤ 

公
的
年
金
の
収
入
の
合
計
額
が
４
０
０

万
円
を
超
え
る
方
。

⑥ 

公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
り
、
そ
の

所
得
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方
。

※ 

所
得
税
の
予
定
納
税
を
し
た
方
は
必
ず

確
定
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

（（33）） みよた広報 やまゆり　 みよた広報 やまゆり　20172017年年22月号月号


